
地域の協働でつくるこれからの女性支援

ー支援調整会議ー

NPO法人女のスペース・おん

代表理事 山崎 菊乃



北海道シェルターネットワーク

室蘭市

札幌市

苫小牧市

帯広市

釧路市

北見市

旭川市

函館市



一時保護の流れ

当 事 者

関係機関（役所、警察など）

民間シェルター 女性相談支援センター

民間シェルター委託 女性相談支援センターで保護

緊急一時保護
北海道

相 談 票

相談
相談

一時保護依頼一時保護依頼
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民 間 公 的

所在地 34都道府県 各都道府県に最低1か所

利用可能家族数 2から 5家族 10家族以上

人員体制
24時間体制ではない
ところがほとんど

24 時間体制

同伴児童年齢制限 なし
12歳以上の男児は児童相談所
に保護される

ペット
同伴可能なシェル
ターあり

不可

民間シェルターと公的シェルター



若年女性の困難
虐待・性被害

居場所の喪失

さらなる被害



支援調整会議のイメージ
＝プラットフォーム

（新法における支援調整会議）
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障がい

DV

ホーム
レス

外国籍

虐待

女性相談支援センター 貧困

高齢
民間・行政

民間・行政

民間・行政
民間・行政

民間・行政

民間・行政
民間・行政

性暴力

民間・行政
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関係機関との連携

当事者

医療支援
・病院の紹介
・病院への同行

など

子ども支援
・学校、保育園
・児童相談所
・教育委員会

など

日常生活
・危険回避の助言
・新居探し
・仕事探し

など

行政支援
・生活保護
・健康保険証
・住民票
・入管

など

司法支援
・裁判所
・法テラス

など

新生活


